
 平成28年度よりご入会の方は新規、

 平成27年度より引き続きご入会の方は継続に○をしてください

〒 - アパート・マンション・団地名・号室も記入

年 月 日 年齢 歳
ふりがな 続柄

㊞

続柄（　　　　　）

（　　　　年）

◇会員区分（当てはまる会員区分にチェックを入れてください）

◇会費（入会時期の金額にチェックを入れてください）

事務局記入欄

年 作成日

月 日

高校生

保護者

男　・　女

緊急時
（本人以外）

FAX

会員証

入会時期

１,０００円

２,０００円

８００円

中学生以下

４月～

会員
番号

１．プログラム名（　　　　　　　　　　　）

◇プログラム・活動費

性　別

◇同一世帯で複数人加入する場合や、サポーター会員（協賛企業）法人で働かれている方は、会費の値引きが
あります。その場合は、必ず下記の該当項目へ記入をしてください。記入がない場合は、値引きが適用にならな
い場合があります。また、割引きの併用はできません。

携　帯

させていただきます。

◇保険料（該当区分にチェックを入れてください）

一般

サポート会員（法人企業名）

中学生以下の方は保護者の方の同意が必要で
す。右欄に保護者名と続柄を記入し押印してくださ
い。

新規
受領

１,８５０円

１,２００円４,０００円

２,０００円

領収
金額

更新
保険
加入

会員証

複数のプログラムに参加される方は、それぞれ記入してください。

　一括払い

　２期払い

平成２８年度　　しらうめスポーツクラブ入会申込書

高校生以上

スポーツクラブに加入するにあたり、自己責任において活動に支障のない健康状態で参加し、万が一怪我や事故があった場合、加入したスポー
ツ安全保険の範囲内での応対に応じ、規約を遵守する事を誓約して入会を申し込みます。

ふりがな

６５歳以上

高校生以上

中学生以下

Ｈ 日月 新規　／　継続

連絡先

区分

学校・園名
連絡メール

アドレス

T S H

電　話

年

生年月日

申込日

小学生以下 中学生

２．プログラム名（　　　　　　　　　　　）

（プログラム名を書いて、活動費の支払方法にチェックを入れてください。支払方法・活動費はプログラ
ムによって異なりますので、パンフレットをご確認ください。）

支
払
方
法

入会者の肖像権（写真・映像）及び個人名は、クラブの広報目的（広報紙・ホームページ・パンフレット・テレビ取材等）に限り使用

入会者の個人情報は、クラブ事業に係る目的にのみ使用し、他の目的には使用いたしません。

氏 名

住 所

１０月～

同一世帯で加入されている方の氏名

支
払
方
法

　一括払い

　２期払い

　４期払い 　４期払い

※注意事項
各プログラムは通年開催と、期間を限定して
開催するものがあります。
また、対象年齢が限られているものがありま
すので、詳しくは、パンフレットをお読みになる
か事務局までお問い合わせください。

し
ら
う
め
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
規
約

 

第
１
章
 
総
 
 
 
則

 

（
名
称
）

 

第
１
条
  
当
ク
ラ
ブ
は
、
総
合
型
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
「
し
ら
う
め
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ

ブ
」
と
称
し
、
事
務
局
を
白
梅
総
合
体
育
館
に
置
く
。（

以
下
ク
ラ
ブ
）
と
い

う
。

 

 第
２
章
 
目
的
及
び
事
業

 

（
目
的
）

 

第
２
条
  
ク
ラ
ブ
は
、
ス
ポ
ー
ツ
に
関
心
を
持
つ
誰
も
が
そ
れ
ぞ
れ
の
体
力
や
年
齢
・

目
的
に
応
じ
て
、
ス
ポ
ー
ツ
に
親
し
む
こ
と
が
で
き
、
継
続
的
に
活
動
の
で
き

る
環
境
づ
く
り
を
め
ざ
し
、地

域
の
ス
ポ
ー
ツ
振
興
と
健
康
増
進
を
図
る
と
共

に
地
域
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
。

 

（
事
業
）

 

第
３
条
  
ク
ラ
ブ
は
、
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
次
の
事
業
を
行
う
。

 

（
１
）
 
ス
ポ
ー
ツ
振
興
及
び
健
康
増
進
を
目
的
と
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
及
び
イ
ベ
ン
ト

 

 
 
 
 
の
開
催

 

（
２
）
 
指
導
者
の
育
成

 

（
３
）
 
そ
の
他
、
ク
ラ
ブ
の
目
的
達
成
に
必
要
な
事
業

 

 第
３
章
 
会
 
 
 
員

 

（
入
会
資
格
）

 

第
４
条
  
ク
ラ
ブ
に
入
会
す
る
者
は
、次

の
各
項
に
定
め
る
要
件
を
満
た
す
者
と
す
る
。 

（
１
）
 
ク
ラ
ブ
の
目
的
に
賛
同
す
る
者

 

（
２
）
 
ク
ラ
ブ
の
定
め
る
諸
規
約
を
遵
守
す
る
者

 

（
３
）
 
所
定
の
会
費
を
納
入
し
た
者

 

（
入
会
手
続
）
 

第
５
条

 
 ク

ラ
ブ
に
入
会
を
希
望
す
る
も
の
は
所
定
の
入
会
申
込
書
に
従
い
申
し
込

む
。
 

（
会
費
）
 

第
６
条
 
 ク
ラ
ブ
の
会
費
は
、
次
の
各
項
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
納
入
し
た

会
費
は
理
由
の
如
何
に
関
わ
ら
ず
返
還
し
な
い
。
た
だ
し
、
妊
娠
・
出
産
・

転
居
な
ど
の
都
合
に
よ
り
活
動
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な

い
。
 

（
１
）
 
年
会
費
と
活
動
費
 

（
２
）
 
特
に
必
要
と
す
る
受
講
費
、
材
料
費
等
 

（
３
）
 
そ
の
他
の
費
用
 

（
退
会
・
休
会
手
続
き
）
 

第
７
条
 
ク
ラ
ブ
を
退
会
し
よ
う
と
す
る
者
、
活
動
を
休
会
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
所

定
の
届
出
書
を
会
長
あ
て
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 第
４
章
 
運
営
組
織

 

（
役
員
）

 

第
８
条
 
ク
ラ
ブ
の
運
営
を
円
滑
に
行
う
た
め
、
次
の
各
項
に
定
め
る
役
員
を
置
く
。

 

（
１
）
 
会
 
長
 
 
１
名
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
２
）
 
副
会
長
 
 
２
名
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
３
）
 
理
事
 
 
１
５
名
以
内
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
４
）
 
監
事
 
 
 
２
名

 

２
 
役
員
の
任
期
は
２
年
と
し
、
再
任
は
妨
げ
な
い
。

 

（
役
員
及
び
顧
問
の
選
出
）

 

第
９
条
 
役
員
及
び
顧
問
の
選
出
は
、
次
の
各
項
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

（
１
）
 会
長
・
副
会
長
は
理
事
の
中
か
ら
互
選
す
る
。

 

（
２
）
 理
事
・
監
事
は
総
会
に
お
い
て
選
出
す
る
。

 

（
３
）
 顧
問
を
お
く
場
合
は
理
事
会
に
お
い
て
選
出
し
、
会
長
が
委
嘱
す
る
。

 

（
職
務
）

 

第
１
０
条
 
役
員
の
職
務
は
、
次
の
各
項
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

（
１
）
 
会
長
は
ク
ラ
ブ
を
代
表
し
、
ク
ラ
ブ
運
営
を
総
括
す
る
。

 

（
２
）
 
副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
会
長
事
故
等
に
よ
る
不
在
時
は
、
会
長
の
職
務

を
代
理
す
る
。

 

（
３
）
 
理
事
は
、
各
部
会
に
お
け
る
活
動
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
部
長
・
副
部
長

を
兼
務
す
る
。

 

（
４
）
 
監
事
は
、
ク
ラ
ブ
の
会
計
・
管
理
に
関
す
る
事
項
を
監
査
し
、
そ
の
結
果
を

総
会
に
お
い
て
報
告
す
る
。

 

（
部
会
）

 

第
１
１
条
 
ク
ラ
ブ
は
、
目
的
達
成
の
た
め
次
の
各
項
に
定
め
る
部
を
置
く
こ
と
が
で

き
る
。
ま
た
、
部
員
は
ク
ラ
ブ
の
入
会
者
と
す
る
。

 

（
１
）
 
企
画
部
 
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
イ
ベ
ン
ト
等
の
企
画
・
立
案

 

（
２
）
 
広
報
部
 
ク
ラ
ブ
の
啓
発
、
ク
ラ
ブ
広
報
の
発
行

 

（
３
）
 
そ
の
他
、
目
的
達
成
の
た
め
必
要
な
部

 

（
事
務
局
）

 

第
１
２
条
 
事
務
局
は
、
ク
ラ
ブ
に
関
す
る
一
切
の
事
務
を
掌
る
も
の
と
し
、
次
の
各

項
に
定
め
る
者
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
１
）
 
事
務
局
長
 
 
 
 
 
１
名

 

（
２
）
 
事
務
局
次
長
 
 
 
 
１
名

 

（
３
）
 
ク
ラ
ブ
マ
ネ
ジ
ャ
ー
 
１
名

 

（
４
）
 
事
務
局
員
 
 
 
 
若
干
名

 

２
 
事
務
局
長
は
、
理
事
会
に
お
い
て
選
任
す
る
も
の
と
す
る
。

 

３
 
事
務
局
長
は
、
ク
ラ
ブ
に
関
す
る
事
務
の
一
切
を
総
括
す
る
。

 

４
 
事
務
局
次
長
は
、
事
務
局
長
を
補
佐
し
事
務
局
長
事
故
等
に
よ
る
不
在
時
は
、
事

務
局
長
の
職
務
を
代
理
す
る
。

 

５
 
ク
ラ
ブ
マ
ネ
ジ
ャ
ー
は
、
ク
ラ
ブ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
企
画
立
案
及
び
運
営
に
関
す

る
業
務
を
掌
る
。

 

６
 
事
務
局
員
は
、
ク
ラ
ブ
の
庶
務
・
経
理
に
関
す
る
事
務
を
掌
る
。

 

 第
５
章
 
会
議
及
び
議
決

 

（
会
議
）

 

第
１
３
条
 
ク
ラ
ブ
の
会
議
は
、
総
会
・
理
事
会
・
各
部
会
と
す
る
。

 

（
総
会
）

 

第
１
４
条
 
総
会
は
理
事
及
び
各
部
員
を
以
て
構
成
し
、
年
１
回
会
長
が
招
集
す
る
も

の
と
す
る
。

 

２
 
理
事
及
び
各
部
員
の
過
半
数
（
委
任
状
を
含
む
）
の
出
席
を
以
て
成
立
す
る
も
の

と
す
る
。

 

３
 
臨
時
総
会
は
、
会
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
、
ま
た
理
事
及
び
各
部
員
の
過
半
数

の
署
名
を
以
て
要
請
が
あ
っ
た
と
き
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
理
事
会
）

 

第
１
５
条
 
理
事
会
は
、
会
長
が
招
集
す
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
理
事
会
は
、
ク
ラ
ブ
運
営
に
関
す
る
事
案
及
び
各
部
会
に
お
い
て
提
案
さ
れ
た
活

動
事
項
を
協
議
し
決
定
す
る
。

 

（
議
決
）

 

第
１
６
条
 
ク
ラ
ブ
の
議
決
は
、
会
議
出
席
者
の
過
半
数
の
賛
成
を
得
て
決
す
る
も
の

と
す
る
。
な
お
、
総
会
は
ク
ラ
ブ
の
最
高
決
議
機
関
と
す
る
。

 

 第
６
章
 
会
 
 
 
計

 

（
財
源
）

 

第
１
７
条
 
ク
ラ
ブ
の
財
源
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
を
以
て
充
て
る
。

 

（
１
）
 
会
費

 

（
２
）
 
事
業
等
に
よ
る
収
入

 

（
３
）
 
寄
付
金
・
賛
助
金

 

（
４
）
 
そ
の
他

 

（
会
計
管
理
）

 

第
１
８
条
 
ク
ラ
ブ
の
会
計
・
管
理
は
事
務
局
で
行
う
も
の
と
す
る
。

 

（
会
計
年
度
）

 

第
１
９
条
 
ク
ラ
ブ
の
会
計
年
度
は
、
毎
年
４
月
１
日
に
は
じ
ま
り
、
翌
年
３
月
３
１

き

り

と

り



し
ら
う
め
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
規
約

 

第
１
章
 
総
 
 
 
則

 

（
名
称
）

 

第
１
条
  
当
ク
ラ
ブ
は
、
総
合
型
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
「
し
ら
う
め
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ

ブ
」
と
称
し
、
事
務
局
を
白
梅
総
合
体
育
館
に
置
く
。（

以
下
ク
ラ
ブ
）
と
い

う
。

 

 第
２
章
 
目
的
及
び
事
業

 

（
目
的
）

 

第
２
条
  
ク
ラ
ブ
は
、
ス
ポ
ー
ツ
に
関
心
を
持
つ
誰
も
が
そ
れ
ぞ
れ
の
体
力
や
年
齢
・

目
的
に
応
じ
て
、
ス
ポ
ー
ツ
に
親
し
む
こ
と
が
で
き
、
継
続
的
に
活
動
の
で
き

る
環
境
づ
く
り
を
め
ざ
し
、地

域
の
ス
ポ
ー
ツ
振
興
と
健
康
増
進
を
図
る
と
共

に
地
域
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
。

 

（
事
業
）

 

第
３
条
  
ク
ラ
ブ
は
、
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
次
の
事
業
を
行
う
。

 

（
１
）
 
ス
ポ
ー
ツ
振
興
及
び
健
康
増
進
を
目
的
と
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
及
び
イ
ベ
ン
ト

 

 
 
 
 
の
開
催

 

（
２
）
 
指
導
者
の
育
成

 

（
３
）
 
そ
の
他
、
ク
ラ
ブ
の
目
的
達
成
に
必
要
な
事
業

 

 第
３
章
 
会
 
 
 
員

 

（
入
会
資
格
）

 

第
４
条
  
ク
ラ
ブ
に
入
会
す
る
者
は
、次

の
各
項
に
定
め
る
要
件
を
満
た
す
者
と
す
る
。 

（
１
）
 
ク
ラ
ブ
の
目
的
に
賛
同
す
る
者

 

（
２
）
 
ク
ラ
ブ
の
定
め
る
諸
規
約
を
遵
守
す
る
者

 

（
３
）
 
所
定
の
会
費
を
納
入
し
た
者

 

（
入
会
手
続
）
 

第
５
条

 
 ク

ラ
ブ
に
入
会
を
希
望
す
る
も
の
は
所
定
の
入
会
申
込
書
に
従
い
申
し
込

む
。
 

（
会
費
）
 

第
６
条
 
 ク
ラ
ブ
の
会
費
は
、
次
の
各
項
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
納
入
し
た

会
費
は
理
由
の
如
何
に
関
わ
ら
ず
返
還
し
な
い
。
た
だ
し
、
妊
娠
・
出
産
・

転
居
な
ど
の
都
合
に
よ
り
活
動
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な

い
。
 

（
１
）
 
年
会
費
と
活
動
費
 

（
２
）
 
特
に
必
要
と
す
る
受
講
費
、
材
料
費
等
 

（
３
）
 
そ
の
他
の
費
用
 

（
退
会
・
休
会
手
続
き
）
 

第
７
条
 
ク
ラ
ブ
を
退
会
し
よ
う
と
す
る
者
、
活
動
を
休
会
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
所

定
の
届
出
書
を
会
長
あ
て
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 第
４
章
 
運
営
組
織

 

（
役
員
）

 

第
８
条
 
ク
ラ
ブ
の
運
営
を
円
滑
に
行
う
た
め
、
次
の
各
項
に
定
め
る
役
員
を
置
く
。

 

（
１
）
 
会
 
長
 
 
１
名
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
２
）
 
副
会
長
 
 
２
名
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
３
）
 
理
事
 
 
１
５
名
以
内
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
４
）
 
監
事
 
 
 
２
名

 

２
 
役
員
の
任
期
は
２
年
と
し
、
再
任
は
妨
げ
な
い
。

 

（
役
員
及
び
顧
問
の
選
出
）

 

第
９
条
 
役
員
及
び
顧
問
の
選
出
は
、
次
の
各
項
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

（
１
）
 会
長
・
副
会
長
は
理
事
の
中
か
ら
互
選
す
る
。

 

（
２
）
 理
事
・
監
事
は
総
会
に
お
い
て
選
出
す
る
。

 

（
３
）
 顧
問
を
お
く
場
合
は
理
事
会
に
お
い
て
選
出
し
、
会
長
が
委
嘱
す
る
。

 

（
職
務
）

 

第
１
０
条
 
役
員
の
職
務
は
、
次
の
各
項
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

（
１
）
 
会
長
は
ク
ラ
ブ
を
代
表
し
、
ク
ラ
ブ
運
営
を
総
括
す
る
。

 

（
２
）
 
副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
会
長
事
故
等
に
よ
る
不
在
時
は
、
会
長
の
職
務

を
代
理
す
る
。

 

（
３
）
 
理
事
は
、
各
部
会
に
お
け
る
活
動
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
部
長
・
副
部
長

を
兼
務
す
る
。

 

（
４
）
 
監
事
は
、
ク
ラ
ブ
の
会
計
・
管
理
に
関
す
る
事
項
を
監
査
し
、
そ
の
結
果
を

総
会
に
お
い
て
報
告
す
る
。

 

（
部
会
）

 

第
１
１
条
 
ク
ラ
ブ
は
、
目
的
達
成
の
た
め
次
の
各
項
に
定
め
る
部
を
置
く
こ
と
が
で

き
る
。
ま
た
、
部
員
は
ク
ラ
ブ
の
入
会
者
と
す
る
。

 

（
１
）
 
企
画
部
 
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
イ
ベ
ン
ト
等
の
企
画
・
立
案

 

（
２
）
 
広
報
部
 
ク
ラ
ブ
の
啓
発
、
ク
ラ
ブ
広
報
の
発
行

 

（
３
）
 
そ
の
他
、
目
的
達
成
の
た
め
必
要
な
部

 

（
事
務
局
）

 

第
１
２
条
 
事
務
局
は
、
ク
ラ
ブ
に
関
す
る
一
切
の
事
務
を
掌
る
も
の
と
し
、
次
の
各

項
に
定
め
る
者
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
１
）
 
事
務
局
長
 
 
 
 
 
１
名

 

（
２
）
 
事
務
局
次
長
 
 
 
 
１
名

 

（
３
）
 
ク
ラ
ブ
マ
ネ
ジ
ャ
ー
 
１
名

 

（
４
）
 
事
務
局
員
 
 
 
 
若
干
名

 

２
 
事
務
局
長
は
、
理
事
会
に
お
い
て
選
任
す
る
も
の
と
す
る
。

 

３
 
事
務
局
長
は
、
ク
ラ
ブ
に
関
す
る
事
務
の
一
切
を
総
括
す
る
。

 

４
 
事
務
局
次
長
は
、
事
務
局
長
を
補
佐
し
事
務
局
長
事
故
等
に
よ
る
不
在
時
は
、
事

務
局
長
の
職
務
を
代
理
す
る
。

 

５
 
ク
ラ
ブ
マ
ネ
ジ
ャ
ー
は
、
ク
ラ
ブ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
企
画
立
案
及
び
運
営
に
関
す

る
業
務
を
掌
る
。

 

６
 
事
務
局
員
は
、
ク
ラ
ブ
の
庶
務
・
経
理
に
関
す
る
事
務
を
掌
る
。

 

 第
５
章
 
会
議
及
び
議
決

 

（
会
議
）

 

第
１
３
条
 
ク
ラ
ブ
の
会
議
は
、
総
会
・
理
事
会
・
各
部
会
と
す
る
。

 

（
総
会
）

 

第
１
４
条
 
総
会
は
理
事
及
び
各
部
員
を
以
て
構
成
し
、
年
１
回
会
長
が
招
集
す
る
も

の
と
す
る
。

 

２
 
理
事
及
び
各
部
員
の
過
半
数
（
委
任
状
を
含
む
）
の
出
席
を
以
て
成
立
す
る
も
の

と
す
る
。

 

３
 
臨
時
総
会
は
、
会
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
、
ま
た
理
事
及
び
各
部
員
の
過
半
数

の
署
名
を
以
て
要
請
が
あ
っ
た
と
き
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
理
事
会
）

 

第
１
５
条
 
理
事
会
は
、
会
長
が
招
集
す
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
理
事
会
は
、
ク
ラ
ブ
運
営
に
関
す
る
事
案
及
び
各
部
会
に
お
い
て
提
案
さ
れ
た
活

動
事
項
を
協
議
し
決
定
す
る
。

 

（
議
決
）

 

第
１
６
条
 
ク
ラ
ブ
の
議
決
は
、
会
議
出
席
者
の
過
半
数
の
賛
成
を
得
て
決
す
る
も
の

と
す
る
。
な
お
、
総
会
は
ク
ラ
ブ
の
最
高
決
議
機
関
と
す
る
。

 

 第
６
章
 
会
 
 
 
計

 

（
財
源
）

 

第
１
７
条
 
ク
ラ
ブ
の
財
源
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
を
以
て
充
て
る
。

 

（
１
）
 
会
費

 

（
２
）
 
事
業
等
に
よ
る
収
入

 

（
３
）
 
寄
付
金
・
賛
助
金

 

（
４
）
 
そ
の
他

 

（
会
計
管
理
）

 

第
１
８
条
 
ク
ラ
ブ
の
会
計
・
管
理
は
事
務
局
で
行
う
も
の
と
す
る
。

 

（
会
計
年
度
）

 

第
１
９
条
 
ク
ラ
ブ
の
会
計
年
度
は
、
毎
年
４
月
１
日
に
は
じ
ま
り
、
翌
年
３
月
３
１

日
ま
で
と
す
る
。

 

 第
７
章
 
事
故
等
の
責
任

 

（
事
故
等
の
責
任
）

 

第
２
０
条
 
会
員
は
、
ク
ラ
ブ
の
活
動
に
際
し
ク
ラ
ブ
の
諸
規
定
、
施
設
管
理
者
及
び

指
導
者
の
指
示
に
従
い
、
自
己
の
責
任
に
お
い
て
行
動
す
る
も
の
と
す
る
。

こ
れ
に
反
し
盗
難
、
傷
害
、
私
物
の
紛
失
等
の
事
故
が
発
生
し
て
も
、
ク
ラ

ブ
及
び
指
導
者
等
に
対
し
一
切
の
損
害
賠
償
は
請
求
で
き
な
い
。

 

（
保
険
の
加
入
）

 

第
２
１
条
 
会
員
は
、
当
ク
ラ
ブ
の
指
定
す
る
ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険
に
加
入
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
ク
ラ
ブ
活
動
中
に
発
生
し
た
傷
害
に
つ
い
て
は
、
保
険
の
対

象
範
囲
内
で
対
応
す
る
。

 

 第
８
章
 
附
 
 
 
則
 

第
２
２
条
 
本
規
約
に
定
め
な
い
事
項
、
及
び
運
営
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
理

事
会
に
お
い
て
細
則
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

第
２
３
条
 
本
規
約
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
総
会
の
議
決
を
経
て
改
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

第
２
４
条
 
本
規
約
は
、
平
成
２
６
年
６
月
１
２
日
の
総
会
終
了
後
か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
従
前
の
「
し
ら
う
め
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
規
約
」
は
、
平
成
２
６
年
６

月
１
２
日
の
総
会
を
以
て
廃
止
す
る
。
 

                 

                                      

                                      


